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平成 29年第 22回定例委員会  

 

１ 日   時 平成 29年 12月 13日（水）16時 30分から 17時 11分まで 

 

２ 場   所 委員会室 

 

３ 出 席 者 東京都選挙管理委員会  委  員  長  宮 﨑   章 

                    委員長職務代理  大木田   守 

委     員  嶋 田   實 

                    委     員  佐 藤 男 三 

                                      事 務 局 長 

                                      総 務 課 長 

                                      選 挙 課 長 

                                      広報啓発担当課長 

書 記 ５ 名 

                                                       

４ 議   事 

議案 

   １ 平成 29年７月２日執行東京都議会議員選挙表彰に係る受賞者等の決定について 

   ２ 平成 29年 10月 22日執行衆議院議員総選挙に係る総務大臣表彰の推薦者の決定 

     について 

   ３ 東京都選挙管理委員会事務局職員の標準職務遂行能力を定める規程の一部改正 

     について 

   ４ 不在者投票を行うことができる施設の指定について 

  報告事項 

   １ 平成 29年 12月の選挙人名簿登録者数等について 

   その他 

 １ 当面の日程 

 

５ 会議の概要   

発 言 者 発  言  の  要  旨 

委 員 長 

 

 

 

 

  

 

 

委  員 

 

 ただいまから、平成 29年第 22回定例委員会を開会いたします。 

 お手元に、平成 29年第 21回定例委員会の会議要録をお示ししてありますので、

お気づきの点などがございましたら、事務局まで御連絡をお願いいたします。 

 本日は、４件の議案と１件の報告事項を予定しております。 

 なお、本日の議題のうち、議案第２号は、民間人の個人情報が含まれており、ま

た、総務省への推薦段階でもあることから、非公開審議として取扱いたいと存じま

すが、御異議はございませんか。 

 

 異議なし。 
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委 員 長 

 

 

 

事 務 局 

 

委 員 長 

 

 

委  員 

 

 

 

事 務 局 

 

委  員 

 

事 務 局 

 

委 員 長 

 

委  員 

 

委 員 長 

 

 

委  員 

 

委 員 長 

 

 

 

事 務 局 

 

委 員 長 

 

 

委  員 

 御異議なしということですので、そのように取り扱うことといたします。 

 それでは、議案第１号「平成 29年７月２日執行東京都議会議員選挙表彰に係る受

賞者等の決定」について、事務局より説明を求めます。 

 

≪議案第１号について、説明を行った。≫ 

 

 説明は終わりました。ただいまの説明について、御質問、御意見はございません

か。 

 

 選挙管理委員個人表彰を受賞する２名は平成 16 年から選挙管理委員を務めてい

る。念のための確認だが、区市町村においても都道府県同様に選挙管理委員の任期

は４年か。 

 

 おっしゃるとおりです。 

 

 委員の改選回数に上限はあるのか。 

 

 法律上、都道府県同様に上限は設けられておりません。 

 

 ほかにありませんか。 

 

 なし。 

 

 御質問・御意見がなければ、お諮りいたします。議案のとおり決定することに、

御異議はございませんか。 

 

 異議なし。 

 

 異議なしと認めます。よって議案第１号は、原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第３号「東京都選挙管理委員会事務局職員の標準職務遂行能力を定め

る規程の一部改正」について、事務局より説明を求めます。 

 

≪議案第３号について、説明を行った。≫ 

 

 説明は終わりました。ただいまの説明について、御質問、御意見はございません

か。 

 

 なし。 
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委 員 長 

 

 

委  員 

 

委 員 長 

 

 

 

事 務 局 

 

委 員 長 

 

 

委  員 

 

委 員 長 

 

 

委  員 

 

委 員 長 

 

 

 

事 務 局 

 

委 員 長 

 

 

委  員 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 御質問・御意見がなければ、お諮りいたします。議案のとおり決定することに、

御異議はございませんか。 

 

 異議なし。 

 

 異議なしと認めます。よって議案第３号は、原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第４号「不在者投票を行うことができる施設の指定」について、事務

局より説明を求めます。 

 

≪議案第４号について、説明を行った。≫ 

 

 説明は終わりました。ただいまの説明について、御質問、御意見はございません

か。 

 

 なし。 

 

 御質問・御意見がなければ、お諮りいたします。議案のとおり決定することに、

御異議はございませんか。 

 

 異議なし。 

 

 異議なしと認めます。よって議案第４号は、原案のとおり決定いたしました。 

 次に、報告事項第１「平成 29年 12月の選挙人名簿登録者数等」について、事務

局より説明を求めます。 

 

≪報告事項第１について、説明を行った。≫ 

 

 説明は終わりました。ただいまの説明について、御質問、御意見はございません

か。 

 

 人口の変動には、死亡数と出生数の差による増減と住民の転入数と転出数の差に

よる増減という２つの側面がある。近年、都内でも、前者の要因による人口減が進

む一方、住民の転入超過は続いており、全体として人口増加を維持している。 

参考までに、東京都内の人口の増減について、最近の数値を教えて欲しい。 

 

 後程お示しします。 
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委 員 長 

 

委  員 

 

委 員 長 

 

 

 

事 務 局 

 

委 員 長 

 

 

委  員 

 

委 員 長 

 

 

 

委  員 

 

委 員 長 

 

 

 ほかにありませんか。 

 

 なし。 

 

 御質問、御意見がないようですので、報告事項第１について、了承することとい

たします。 

 次に、当面の日程について、事務局より説明を求めます。 

 

≪当面の日程について、説明を行った。≫ 

 

 説明は終わりました。ただいまの説明について、御質問、御意見はございません

か。 

 

 なし。 

 

 御質問、御意見がないようですので、当面の日程について了承することといたし

ます。 

 その他、これまでの議題について、何か御意見等ございますか。 

 

 なし。 

 

 特にないようですので、次の委員会の開催日については、１月 10日に開催するこ

とといたします。 

 これより非公開審議に入ります。 

 


